
バカロレア教員研修プログラム 
業務委託契約に係る⽂京区職員措置請求書 

 
⽂京区⻑ 及び 関係職員に関する措置請求の要旨 
 
１ 請求の趣旨 
⽂京区が締結した「世界に向けた学びを紡ぐプロジェクト研修実施業務委託」に関する委
託契約（相⼿⽅：シルバーファーンホールディングス株式会社（SILVER FERN 
HOLDING 株式会社）、契約⽇：2025 年 5 ⽉ 8 ⽇、契約⾦額：7,444,800 円）およびこれ
に関連する⽀出負担⾏為・⽀出命令・検査検収・公⾦の⽀出等の財務会計上の⾏為⼀切に
ついて、地⽅⾃治法第 242 条の規定に基づき監査を求める。 
監査の結果、違法⼜は不当が認められる場合には、契約の是正、（未執⾏分の）⽀出停⽌
（差⽌め）、契約の⼀部解除・条件変更、再調達、価格⾒直し、損害回復（返還請求等）、
関係職員への必要な措置及び再発防⽌策の整備を勧告されたい。 
（本請求は当該契約締結⽇から 1 年以内の請求である。） 
 
２ 請求の対象となる財務会計上の⾏為 
①2025 年 5 ⽉ 8 ⽇付け「世界に向けた学びを紡ぐプロジェクト研修実施業務委託」に関す
る委託契約の締結⾏為（契約番号は７契約５６９６号と思われる。）（対） 
②上記契約に係る⽀出負担⾏為および⽀出命令（起案番号、⽀出科⽬は不知） 
③上記契約の履⾏確認・検査検収に関する会計⾏為（「公⾦の⽀出」を含む。） 
 
なお、請求の対象となる区⻑及び職員は上記⾏為ごとに当時の以下の区⻑及び職員と考え
られるが、監査委員において決裁⽂書等を調査した上で、それぞれの財務会計上の⾏為等
の権限を有する者を調査されたい。 
①区⻑、教育⻑、教育推進部⻑、教育推進部教育指導課、総務部⻑、総務部契約管財課
⻑、 
②区⻑、決裁権者 
③会計管理者 
 
３ 請求の理由（事実関係と法的評価） 
（１）随意契約として契約できる要件を満たしていない違法⼜は不当（地⽅⾃治法２３４
条、地⽅⾃治法施⾏令１６７条の２）―唯⼀性（独占）を理由とする随意契約の整合性に
重⼤な疑義 
ア ⽂京区は 2024 年 11 ⽉ 13⽇、特定⾮営利活動法⼈スマイルバトンを相⼿⽅とする随
意契約の登録申請を⾏い、その理由を「国際バカロレア機構（IBO）が作成した教員向け



研修プログラムは当該業者からしか提供を受けることができない」とした。なお、この特
定⾮営利活動法⼈が設⽴認証されたのは 2024 年 10 ⽉ 17 ⽇である。 
イ しかし 2025 年 3⽉ 25 ⽇には、シルバーファーンホールディングス株式会社について
同⼀⽂⾔を理由とする随意契約の登録申請を⾏い、2025 年 5 ⽉ 8 ⽇に同社と契約締結に
⾄っている。 
ウ 同⼀事業・同⼀プログラムにつき、近接時点で 2 社をいずれも「唯⼀の提供者」と位
置づけることは相互に⽭盾し、地⽅⾃治法施⾏令 167 条の 2 第 1項第 2 号（その性質⼜は
⽬的が⼀般競争⼊札に適しないもの）の適⽤に不可⽋な客観的・⼀意的な独占性の⽴証を
⽋く疑いが強い。 
エ 少なくとも、時点ごとの独占の成⽴要件（範囲・地域・期間・根拠）が明⽰されてい
ない限り、2 社同時（⼜は連続）の“唯⼀”主張は理由の具体化義務（随意契約理由の明確
化）の観点から不⼗分である。 
（２）両社間の「著作権（管理権限）受渡し」主張は⼝頭説明のみで、書証を⽋く疑い 
ア 区の説明によれば、シルバーファーンホールディングス株式会社と株式会社スマイル
バトンとの間で、当該研修プログラムに係る著作権の管理権限の受渡し（譲渡⼜は専⽤的
利⽤許諾）が⾏われたとされるが、区は先⽅の⼝頭説明のみで、これを裏付ける書証を保
有していない。 
イ 独占性が知的財産権に起因するのであれば、少なくとも以下の書⾯の存在が当然に想
定され、随意契約理由書の根拠資料として保存されるべきである。 
  (ア) 権利譲渡契約書⼜は専⽤的利⽤許諾契約書（⽬的物・範囲・地域・期間・再許諾
可否・対価・発効⽇） 
  (イ) 権利者（IBO）の承諾書・通知（⽇本国内の提供体制、事業者変更の根拠たる内
規を含む） 
  (ウ) 対抗要件に関する⼿続（該当する場合の⽂化庁登録等）およびその実施時点 
ウ 両社がそれぞれ提出した⾒積書の⾦額および内訳が完全に⼀致しており、⾒積の独⽴
性が確保されていない疑いがある。⾒積の独⽴性が確保されていない場合、価格妥当性の
検証および随意契約理由の根拠としての信頼性が失われる。随意契約は競争性がないこと
を前提とするからこそ、価格の妥当性を確認する責任が⾏政に課されるが、本件ではその
裏付けとなる検証記録が確認できない。⾒積内容が完全に同⼀である以上、⾏政としては
「価格妥当性をどのように確認したか」「どの資料をもって独⽴した⾒積と判断したか」を
明⽰する必要がある。形式的に異なる法⼈から提出されていても、内容が⼀致している限
り、⾒積徴取の実質が担保されていないことになり、契約⾦額の合理性を裏付ける資料と
しては不⼗分である。 
エ 上記書証が不存在⼜は内容が不備である場合、独占の法的根拠は実証されていないこ
とになり、令 167 条の 2 第 1項第 2 号の適⽤要件未充⾜として不当と評価され得る。 



※参照：会計検査院は、著作権を理由に随意契約としていた案件でも、仕様に“権利者から
の許諾取得”を盛り込む等により競争⼊札へ移⾏できると整理している。権利処理を設計す
れば競争は可能であり、“権利＝即随契”とはならない。 
出典：会計検査院『各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果』（平成 25
年 9⽉）p.21 
https://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/250925_zenbun_4.pdf 
 
 
（３）IBO の「当該事業者のみ提供可能」との議会答弁の根拠⽂書の存否 
ア 2025 年 9⽉ 11 ⽇の本会議において、丹⽻恵玲奈教育⻑は「IBO に確認したところ、
本研修プログラムは⽇本国内において当該事業者のみが提供可能」と答弁した。 
イ この確認が事実であるなら、IBO への照会⽂書・回答⽂書（メール等を含む）、当該
内規⽂書、および事業者変更の正式通知が存在し、随意契約理由書の根拠資料として保存
されていなければならない。 
ウ これらの記録の不存在⼜は不備は、唯⼀性（独占）主張の⽴証不⾜であり、随意契約
の合理性に重⼤な疑義を⽣じさせる。 
 
（４）利益相反の可能性と関与回避措置の有無 
 相⼿⽅代表者（渡辺⽒）と⽂京区⻑が⼀般社団法⼈ GAILAにおいて理事を務めている
との事実関係が指摘されている。利害関係の潜在がある場合には、決裁系統からの関与回
避、第三者的審査等の影響排除措置が必要であり、その実施記録（申告書、決裁メモ、審
査記録等）の有無について監査による確認を求める。 
 （なお、教育⻑が「GAILAに関することは⼀切把握していない」と答弁した点について
も、内部の情報収集・共有体制及び議会答弁の根拠資料の管理状況の⾯から検証が必要で
ある。） 
 
（５）研修対象が都職員であることに関する適法性・合理性の疑義 
ア 当該研修の受講対象は、⽂京区が任⽤権を有する区⽴学校職員ではなく、東京都教育
委員会に所属する都費負担教員である。 
イ 都費教員は東京都教育委員会の⼈事権下にあり、毎年度の⼈事異動により他区へ転出
⼊する。したがって、⽂京区単独で教員研修を企画・実施し、区費で経費を負担すること
は、事業の継続性や費⽤対効果の観点から合理性を⽋くおそれがある。 
ウ また、区としての費⽤負担が都費教員の勤務先や所属区を越えて及ぶ点について、受
益と負担の対応関係が明確でなく、区費⽀出としての適切性に疑義がある。 
 
（６）価格妥当性・市場性検証の不⾜の疑い 



 随意契約であっても、⾒積内訳・積算根拠・同種事業の⽐較資料（他⾃治体・過年度・
⺠間相場）・相⾒積やオープンカウンターの検討経過等による価格妥当性の説明責任を要す
る。⼀者⾒積のみや⽐較資料の⽋落は、随意契約理由の不備と相まって不当の評価を強め
る。 
 
（７）⽂京区公契約条例との整合性 
 本件⾦額は形式上、同条例の直接の適⽤対象外となる可能性がある（業務委託の⾦額要
件未満）。しかし、同条例の⽬的・基本理念（契約の公正性・透明性の確保、区⺠の信頼
確保）に照らせば、随意契約理由の具体化、利益相反管理、根拠資料の保存が適切に⾏わ
れているかどうかは、区の契約実務の適正化の観点から厳正に点検されるべきである。 
（８）総括 
 以上より、独占性の実在性（とりわけ 2 社とも“唯⼀”の⽭盾）および知財由来独占の書
⾯⽴証が不⼗分である疑いが強く、随意契約（令 167 条の 2 第 1項第 2 号）の適⽤要件の
未充⾜、並びに価格妥当性・利益相反管理・⽂書管理・費⽤負担の妥当性の各⾯で不当が
存在し得る。 
 
４ 監査で確認・収集を求める事項（存在すべき⽂書の特定） 
随意契約理由書・業者指定理由書（令 167 条の 2 第 1項何号適⽤か、唯⼀性の具体事実、
根拠資料の添付状況） 
起案・決裁⽂書⼀式（契約⽅式決定、⽀出負担⾏為、⽀出命令、検査検収） 
市場性・価格妥当性資料（⾒積書・内訳、積算根拠、他⾃治体・過年度等の⽐較資料、相
⾒積／オープンカウンターの検討経過） 
両社（シルバーファーン／スマイルバトン）間の権利移転・承継・専⽤的利⽤許諾に関す
る契約⼀式（契約書・覚書・対価・発効⽇・範囲・期間・再許諾可否） 
IBO の承諾書・通知書、当該内規⽂書、および事業者変更の正式通知（⽇本国内の提供体
制・独占の有無が判別できるもの） 
権利移転の対抗要件に関する⼿続の有無（⽂化庁登録等）とその実施時期（「唯⼀性」主
張の各時点との整合確認） 
仕様書・要件定義書（特定者にのみ適合する記述の有無、性能要件化の検討経過、権利者
許諾取得を仕様要件化して競争化を図る検討の有無） 
再委託・共同実施の計画・実績（“唯⼀性”主張との整合性） 
関与回避・影響排除措置の記録（利害関係申告、決裁ラインからの除外、第三者審査の有
無） 
議会答弁の根拠資料（内部メモ・報告書・照会記録・メール等） 
関連規程（契約事務規則、随意契約取扱基準、ガイドライン、⽂京区公契約条例・⼿引の
該当部分） 



 
５ 求める措置（結論） 
上記監査事項に基づき、本件随意契約の違法⼜は不当の有無を認定されたい。 
違法⼜は不当が認められる場合、（未執⾏分の）⽀出停⽌（差⽌め）、契約の是正（条件変
更・⼀部解除・再調達）、価格⾒直し、損害回復（返還請求等）、並びに随意契約理由書の
標準様式強化（知財由来独占の⽴証欄の新設、⼝頭説明のみの運⽤禁⽌）及び利益相反管
理⼿続の明確化等の再発防⽌策を勧告されたい。 
監査過程で、必要資料の提出命令及び関係者の意⾒聴取を実施されたい。 
 
 
６ 証拠⽅法（添付予定資料） 
資料１ 区の随意契約登録申請書（2024 年 11 ⽉ 13⽇：特定⾮営利活動法⼈スマイルバ
トン）の写し 
資料２ 区の随意契約登録申請書（2025 年 3⽉ 25 ⽇：シルバーファーンホールディング
ス株式会社）の写し 
資料３ 契約書及び仕様書の写し 
資料４ 会計検査院報告書抜粋（p.21）
https://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/250925_zenbun_4.pdf 
その他、請求⼈保有資料⼀式 
以上 
 
７ 請求者 
有⾺美穂 
 
右地⽅⾃治法第⼆百四⼗⼆条第⼀項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求
します。 
 
令和 7 年 10 ⽉ 15 ⽇ 
⽂京区監査委員あて 


